
■改正の内容
①財産債務調書の提出義務者の見直し（令和５年分［令和６年６月30日提出期限分］より）
現行の提出義務者に加え、10億円以上の財産を有する（12月31日時点）居住者も提出義務者

となります。

②財産債務調書等の提出期限の見直し（令和５年分［令和６年６月30日提出期限分］より）
提出期限について、その年の翌年の６月30日となります。

③提出期限後に提出された財産債務調書等の宥恕措置の見直し
（令和６年１月１日以降提出分より）
提出期限後に財産債務調書を提出した場合であっても、調査があったことにより更正又は決定

があるべきことを予知してされたものでないときは、提出期限内に提出されたものとみなす措置
について、調査通知前にされたものである場合に限り適用することになります。

④財産債務調書等の記載事項の見直し（令和５年分［令和６年６月30日提出期限分］より）
財産債務調書への記載が省略できる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」の取得価額

の基準が300万円未満に引き上げられます。

【改正概要】

■納税環境整備

財産債務調書制度等の見直し

本資料は令和3年12月10日（金）に与党より公表された令和4年度税制改正大綱に基づき、情報提供を目的として概要を抜粋して記載しておりま
す。よって、今後国会に提出される法案等を確認する必要があり、本内容とは異なる内容が制定される可能性がありますのでご留意下さい。

内容 改正前 改正案 対象 適用時期

①提出義務者

「所得金額２千万円
超」
かつ「財産３億円以上
所有または一定の有価
証券等１億円以上所
有」の者
（12月31日時点）

改正前の対象者の他に
「財産10億円以上
所有」の者
（12月31日時点）
※所得要件なし

財産債務調書
令和５年分より
【令和6年6月30日
提出期限分】

②提出期限 その年の
翌年3月15日

その年の
翌年6月30日

財産債務調書
国外財産調書

令和５年分より
【令和6年6月30日
提出期限分】

③期限後提出
の宥恕措置

更正又は決定を予知し
たものでないとき適用

調査通知前に提出され
た場合に限り適用

財産債務調書
国外財産調書

令和6年1月1日
以後提出分より

④記載事項
取得価額100万円未満
の家庭用動産について
は記載の省略が可能

取得価額300万円未満
の家庭用動産について
は記載の省略が可能

財産債務調書
国外財産調書

令和５年分より
【令和6年6月30日
提出期限分】
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